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北九州市告示第２６８号 

 北九州市が管理する港湾施設の概要（昭和５８年北九州市告示第７８－１０

号）の一部を次のように改正する。 

  令和３年７月１日 

                    北九州市長 北 橋 健 治 

 ４ 臨港交通施設の道路の表の門司の項中 

新門司北４１号

道路 

門司区新門司

北三丁目 

４９５．００ １９．００ アスファ

ルト舗装

新門司北４１号

道路 

門司区新門司

北三丁目 

４９５．００ １９．００ アスファ

ルト舗装

新門司北４２号

道路 

門司区新門司

北三丁目 

３３３．６６ １９．００ アスファ

ルト舗装

新門司北４３号

道路 

門司区新門司

北三丁目 

３０２．７１ １９．００ アスファ

ルト舗装

改める。 

６ 荷さばき施設の荷さばき地の表の門司の項中 

新門司北９号岸壁

荷さばき地 

門司区新門司北三丁

目 

１０，４２７．００ １級

新門司北９号岸壁

荷さばき地 

門司区新門司北三丁

目 

１０，４２７．００ １級

新門司北１０号岸

壁荷さばき地 

門司区新門司北三丁

目 

２４，３０５．４３ １級

改める。 

６ 荷さばき施設の上屋の表の門司の西海岸９号上屋の項中「鉄筋コンクリ

ート２階建」を「鉄筋コンクリート２階建のうち１階部分」に、「５，４３２

．８４」を「２，７２５．６７」に改める。 

１０ 廃棄物処理施設の廃棄物埋立護岸の表の洞海の項中「若松区響町一丁

目地先」を「若松区響町二丁目」に改める。 

「

」

を

「

に

」

「

」

を

「

」

に
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北九州市告示第２６９号 

 港湾施設の等級の指定（平成９年北九州市告示第１３４号）の一部を次のよ

うに改正する。 

  令和３年７月１日 

                    北九州市長 北 橋 健 治 

 表の荷さばき地の一般埠頭の１級地の項中 

新門司北９号岸壁荷さばき地 門司区新門司北三丁目  

新門司北９号岸壁荷さばき地 門司区新門司北三丁目  

新門司北１０号岸壁荷さばき地 門司区新門司北三丁目  

田野浦８号岸壁荷さばき地 門司区田野浦海岸  

門司１１号岸壁１号荷さばき地 門司区東港町  

田野浦８号岸壁荷さばき地 門司区田野浦海岸  

門司１３号岸壁荷さばき地 門司区東港町  

東港町荷さばき地 門司区東港町  

門司１３号岸壁荷さばき地 門司区東港町  

大里第１船だまり４号荷さばき

地 

門司区大里本町二丁目  

砂津川尻１・２号物揚場荷さば

き地 

小倉北区浅野三丁目  

大里第１船だまり４号荷さばき

地 

門司区大里本町二丁目  

戸畑５号岸壁荷さばき地 戸畑区川代二丁目  

戸畑９・１０号岸壁荷さばき地 戸畑区川代二丁目  

戸畑５号岸壁荷さばき地 戸畑区川代二丁目  

「

」
を

「

に、 

」

「

」

を

「

」
に、 

」

を

「

」
に、 

「

」

を

「

」

に、 

「

」

を

「

」
に 

「
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改め、同表の上屋の１級上屋の項中 

日明東５号上屋 小倉北区西港町  

日明東５号上屋 小倉北区西港町  

日明東６－Ａ号上屋 小倉北区西港町  

日明東６－Ｂ号上屋 小倉北区西港町  

日明北４号上屋 小倉北区西港町  

改め、同表の野積場の１級地の項中 

田野浦２号野積場 門司区田野浦海岸  

田野浦２号野積場 門司区田野浦海岸  

田野浦４号野積場 門司区田野浦海岸 舗装部分に限る。 

片上野積場 門司区片上海岸  

片上野積場 門司区片上海岸 舗装部分に限る。 

改め、同表の港湾管理事務所の特級事務所の項中 

ひびきコンテナターミナル管理

事務所 

若松区響町三丁目  

ひびきコンテナターミナル検査

棟 

若松区響町三丁目  

ひびきコンテナターミナル管理

事務所 

若松区響町三丁目  

改め、同表の港湾管理事務所の１級事務所の項中 

太刀浦コンテナターミナル２号

チェックマン事務所 

門司区太刀浦海岸  

太刀浦コンテナターミナル２号

チェックマン事務所 

門司区太刀浦海岸  

太刀浦２号機材庫 門司区太刀浦海岸  

「

」
を

「

に

」

「

」
を

「

に、 

」

「

」
を

「
に

」

「

」

を

「

に

」

「

を

「

に

」

」
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改める。 
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北九州市告示第２７０号 

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項及び北九州

市会計規則（昭和３９年北九州市規則第４９号）第４０条第１項の規定により

、スポーツ施設及び運動施設の使用料の徴収事務を次のとおり委託した。 

令和３年７月１日 

北九州市長 北 橋 健 治   

施 設の名称  
受   託   者 

委 託期間  
名   称 住  所 

北九州市立松ケ江

プール 

松ケ江プール運

営委員会 会長 

進 森太郎 

北九州市門司区

大字畑２０６６

番地 

令和３年７月１

日から同年９月

１日まで 

北九州市立朽網プ

ール 

朽網プール運営

委員会 会長 

幾野謙治 

北九州市小倉南

区朽網東一丁目

２番１３号 

北九州市立藤ノ元

プール 

藤ノ元プール運

営委員会 会長 

濱谷正人 

北九州市若松区

今光二丁目１６

番１４号 

北九州市立小石プ

ール 

小石プール運営

委員会 会長 

鹿瀬島昌弘 

北九州市若松区

小石本村町２０

番１号 

大池プール 大池プール運営

委員会 会長 

片山雅文 

北九州市八幡西

区鷹の巣二丁目

１５番２号 

北九州市立沖田プ

ール 

沖田プール運営

委員会 会長 

安田久治 

北九州市八幡西

区三ケ森四丁目

４番１７号 

上津役プール 株式会社コアズ

北九州支社 支

社長 中村 純 

北九州市八幡西

区黒崎城石３番

７号 
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木屋瀬プール 木屋瀬プール運

営委員会 会長 

多田向陽 

北九州市八幡東

区昭和一丁目１

番５号 

岩ケ鼻市民プール 株式会社コアズ

北九州支社 支

社長 中村 純 

北九州市八幡西

区黒崎城石３番

７号 

折尾プール 北九州ふよう株

式会社 代表取

締役 野田武次

郎 

北九州市小倉北

区浅野二丁目１

４番１号 
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北九州市告示第２７１号

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年

法律第１２３号）第５４条第２項の規定により育成医療及び更生医療に係る指

定自立支援医療機関の指定をしたので、同法第６９条第１号の規定により次の

とおり告示する。

  令和３年７月１日

北九州市長 北 橋 健 治  

薬局（育成医療及び更生医療）

指定自立支援医療

機関の名称 

指定自立支援医療機関の所在地 指定年月日 

ココカラファイン

薬局ビエラ小倉店 

北九州市小倉北区浅野一丁目１番

１号ビエラ小倉３Ｆ 

令和３年７月

１日 

大信薬局西小倉店 北九州市小倉北区大門二丁目１番

４号 

令和３年７月

１日 
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北九州市告示第２７２号

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年

法律第１２３号）第６４条の規定により育成医療及び更生医療に係る指定自立

支援医療機関から変更の届出があったので、同法第６９条第２号の規定により

次のとおり告示する。

  令和３年７月１日  

北九州市長 北 橋 健 治  

１ 育成医療及び更生医療に係る指定自立支援医療機関の名称の変更

指定自立支援医

療機関の名称 
指定自立支援医療機関の名称 変更年月日 

新生堂薬局北九

州在宅サポート

センター 

旧
前田薬局 令和３年６月

１日 

新
新生堂薬局北九州在宅サポート

センター

ドラッグイレブ

ン薬局八幡駅店

旧
ＪＲ九州ドラッグイレブン薬局

八幡駅店 

令和３年５月

１６日 

新
ドラッグイレブン薬局八幡駅店

２ 育成医療及び更生医療に係る指定自立支援医療機関の所在地の変更

指定自立支援医

療機関の名称 
指定自立支援医療機関の所在地 変更年月日 

訪問看護ステー

ションキタキュ

ウ 

旧
北九州市小倉南区朽網西二丁目

１１番３号 

令和２年１０

月１日 

新
北九州市小倉南区湯川新町四丁

目２０番１６号
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北九州市告示第２７３号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第１９条第１項の規定により北九

州広域都市計画を決定したので、同法第２０条第１項の規定により次のとおり

告示し、同条第２項の規定により同法第１４条第１項に規定する図書を公衆の

縦覧に供する。 

  令和３年７月１日 

                    北九州市長 北 橋 健 治   

１ 都市計画の種類 

  地区計画 

２ 都市計画の名称及び区域 

名 称 区 域 

猿喰地区地区計画 北九州市門司区大字猿喰の一部 

３ 縦覧場所 

  北九州市小倉北区城内１番１号 

  北九州市建築都市局計画部都市計画課 
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北九州市告示第２７４号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用する

同法第１９条第１項の規定により北九州広域都市計画を変更したので、同法第

２１条第２項において準用する同法第２０条第１項の規定により次のとおり告

示し、同条第２項の規定により同法第１４条第１項に規定する図書を公衆の縦

覧に供する。 

  令和３年７月１日 

                    北九州市長 北 橋 健 治   

１ 都市計画の種類 

  用途地域 

２ 都市計画の変更に係る土地の区域 

区 区域 

小倉南区 守恒一丁目及び日の出町一丁目の各一部 

３ 縦覧場所 

  北九州市小倉北区城内１番１号 

  北九州市建築都市局計画部都市計画課 

条 例
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北九州市告示第２７５号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用する

同法第１９条第１項の規定により北九州広域都市計画を変更したので、同法第

２１条第２項において準用する同法第２０条第１項の規定により次のとおり告

示し、同条第２項の規定により同法第１４条第１項に規定する図書を公衆の縦

覧に供する。 

  令和３年７月１日 

                    北九州市長 北 橋 健 治   

１ 都市計画の種類 

  準防火地域 

２ 都市計画の変更に係る土地の区域 

区 区域 

小倉南区 守恒一丁目及び日の出町一丁目の各一部 

３ 縦覧場所 

  北九州市小倉北区城内１番１号 

  北九州市建築都市局計画部都市計画課 

条 例
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北九州市告示第２７６号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第１９条第１項の規定により北九

州広域都市計画を決定したので、同法第２０条第１項の規定により次のとおり

告示し、同条第２項の規定により同法第１４条第１項に規定する図書を公衆の

縦覧に供する。 

  令和３年７月１日 

                    北九州市長 北 橋 健 治   

１ 都市計画の種類 

  地区計画 

２ 都市計画の名称及び区域 

名 称 区 域 

守恒一丁目地区地区計画 北九州市小倉南区守恒一丁目及び日の出町

一丁目の各一部 

３ 縦覧場所 

  北九州市小倉北区城内１番１号 

  北九州市建築都市局計画部都市計画課 
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北九州市告示第２７７号

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年

法律第１２３号）第５４条第２項の規定により精神通院医療に係る指定自立支

援医療機関の指定をしたので、同法第６９条第１号の規定により次のとおり告

示する。

  令和３年７月１日

北九州市長 北 橋 健 治  

薬局（精神通院医療）

指定自立支援医療機関

の名称 

指定自立支援医療機関の所在地 指定年月日 

ココカラファイン薬局

ビエラ小倉店 

北九州市小倉北区浅野一丁目 1 番

１号ビエラ小倉３Ｆ 

令和３年７

月１日 

大信薬局西小倉店 北九州市小倉北区大門二丁目１番

４号 

令和３年７

月 1 日 
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北九州市告示第２７８号

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年

法律第１２３号）第６４条の規定により精神通院医療に係る指定自立支援医療

機関から変更の届出があったので、同法第６９条第２号の規定により次のとお

り告示する。

  令和３年７月１日

北九州市長 北 橋 健 治  

精神通院医療に係る指定自立支援医療機関の名称の変更

指定自立支援医療機関の

名称 

指定自立支援医療機関の住所 変更年月日

旧 ＪＲ九州ドラッグイ

レブン薬局八幡駅店 

北九州市八幡東区西本町三丁目

６番１号 

令和３年５

月１６日 

新 ドラッグイレブン薬

局八幡駅店 

旧 前田薬局 北九州市戸畑区浅生二丁目５番

２１号 

令和３年６

月 1 日 

新 新生堂薬局北九州在

宅サポートセンター 
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北九州市告示第２７９号 

子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第２７条第１項の規定に

より特定教育・保育施設の確認を行ったので、同法第４１条第１号の規定によ

り、次のとおり告示する。 

令和３年７月１日 

北九州市長 北 橋 健 治   

事業所の名称 種類 所在地 事業者の名称 確認年月日 

認定こども園

ひびきの保育

園 

認定こ

ども園 

北九州市若松区

塩屋三丁目２１

番１号 

社会福祉法人

宝寿会 

令和３年７

月１日 

認定こども園

ひびきの保育

園分園 

認定こ

ども園 

北九州市若松区

ひびきの北９番

１７号 

社会福祉法人

宝寿会 

令和３年７

月１日 
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北九州市告示第２８０号 

子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第５８条の２の規定によ

り、下記の特定子ども・子育て支援施設等の確認を行ったので、同法第５８条

の１１の規定により、次のとおり告示する。 

令和３年７月１日 

北九州市長 北 橋 健 治   

施設等の名称 種類 所在地 事業者の名称 確認年月日 

認定こども園ひ

びきの保育園 

預かり

保育事

業 

北九州市若松区

塩屋三丁目２１

番１号 

社会福祉法人

宝寿会 

令和３年７

月１日 

認定こども園ひ

びきの保育園分

園 

預かり

保育事

業 

北九州市若松区

ひびきの北９番

１７号 

社会福祉法人

宝寿会 

令和３年７

月１日 
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北九州市公告第４６４号 

 都市公園の区域を変更するので、北九州市都市公園、霊園、駐車場等の設置

及び管理に関する条例（昭和４７年北九州市条例第７号）第１４条の２の規定

により、次のとおり公告する。 

令和３年７月１日 

                    北九州市長 北 橋 健 治  

１ 区域を変更する都市公園の名称、位置及び変更に係る区域 

公園番号  名   称     位   置   区   域 

３００３ 北九州市立大里公

園 

北九州市門司区不

老町一丁目、不老

町二丁目及び大字

大里 

北九州市門司区不

老町一丁目の一部

３１５２ 北九州市立勝山公

園 

北九州市小倉北区

大手町、城内、船

場町、馬借一丁目

及び室町一丁目 

北九州小倉北区城

内の一部 

４４３８ 北九州市立青葉台

緑道 

北九州市若松区青

葉台西一丁目２番

、３番及び７番、

青葉台西三丁目１

番及び３番並びに

青葉台西四丁目１

１番及び１２番 

北九州市若松区青

葉台西四丁目１１

番の一部 

２ 変更の期日 

  令和３年７月１日 

  なお、変更に係る区域を示す図面を、北九州市建設局公園緑地部公園管理 

課においてこの公告の日から２週間一般の縦覧に供する。 
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北九州市公告第４６５号

 令和３年７月１０日に実施する北九州広域都市計画事業旦過地区土地区画整

理審議会委員選挙について、土地区画整理法施行令（昭和３０年政令第４７号

）第２４条第２項の規定による届出のあった候補者は次のとおりであるので、

同条第５項の規定により公告する。 

  令和３年７月１日 

                    北九州市長 北 橋 健 治   

１ 宅地の所有者が選挙すべき委員の候補者

氏  名 住  所

小倉かまぼこ株式会社 北九州市小倉北区紺屋町２番２０号

株式会社ゆめマート北九州 北九州市八幡西区中須一丁目１番７号

旦過都市開発株式会社 北九州市小倉北区魚町四丁目４番１７号

合資会社三天堂 北九州市小倉北区魚町四丁目２番１８号

２ 宅地について借地権を有する者が選挙すべき委員の候補者

氏  名 住  所

有限会社原商店 北九州市小倉北区魚町四丁目５番２号

小倉中央市場協同組合 北九州市小倉北区魚町四丁目５番２号
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北九州市公告第４６６号

 令和３年７月１０日に実施予定の北九州広域都市計画事業旦過地区土地区画

整理審議会委員選挙について、候補者の数が選挙すべき委員の数を超えないの

で、土地区画整理法施行令（昭和３０年政令第４７号）第２６条の規定により

投票を行わない。 

  令和３年７月１日 

                    北九州市長 北 橋 健 治  
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北九州市公告第４６７号 

 一般競争入札により、委託契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２

２年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市契約規則（昭和３９年

北九州市規則第２５号。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定によ

り次のとおり公告する。 

  令和３年７月１日 

                    北九州市長 北 橋 健 治   

１ 委託内容 

 （１） 業務名 令和３年度救急資器材管理供給業務委託 

 （２） 業務内容等 仕様書で定めるとおり 

 （３） 履行期限 契約締結日から令和４年３月３１日まで 

 （４） 履行場所 北九州市の指定する場所 

 （５） 入札方法 

  ア 総価により行う。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に 

当該金額の１００分の１０に相当する金額（当該金額に１円未満の端数

がある場合は、その端数金額を切り捨てるものとする。）を加算した金

額をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係

る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の

１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 

  イ 電送及び郵送による入札は、認めない。 

  ウ 開札の結果、予定価格の制限範囲内での入札がない場合は、直ちに再

度入札を行う。 

  エ 入札執行回数は、２回を限度とする。 

２ 競争入札参加資格 

  次の各号のいずれにも該当する者であること。 

 （１） 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しない者であること 

  。 

 （２） 北九州市物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審査等に関す

る規則（平成７年北九州市規則第１１号）第６条第１項の有資格業者名簿

に記載されていること。 

（３） 北九州市から指名停止を受けている期間中でないこと。 

（４） 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法

律（昭和３５年法律第１４５号）第３９条の高度管理医療機器等の販売業

及び貸与業の許可を受けている者であること。 

（５） 物流管理システムを用いた資器材の管理供給業務について、非常駐
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型での実績を有していること。 

（６） 物流管理システムを用いた資器材の管理供給業務を行うための倉庫

を北九州市内に有していること。 

３ 入札手続等 

 （１） 契約条項を示す場所及び期間 

  ア 場所 北九州市小倉北区大手町３番９号 

       北九州市消防局救急部救急課 

  イ 期間 この公告の日から令和３年７月１５日まで（日曜日及び土曜日

（以下「日曜日等」という。）を除く。）の毎日午前９時から正午まで

及び午後１時から午後５時まで 

 （２） 入札関係資料の交付方法 前号の場所及び期間において無償で交付

する。電子メールでの交付依頼も受け付ける。 

 （３） 入札説明会 

  ア 日時 令和３年７月６日午前１１時 

  イ 場所 北九州市小倉北区大手町３番９号 

       北九州市消防局庁舎２階 災害対策本部室 

 （４） 入札に参加するための要件等 

  ア この一般競争入札に参加を希望する者は、所定の期日までに入札参加

申込みを行い、入札参加者としての資格を有するか否かについて審査を

受けなければならない。 

  イ 入札参加申込みは、所定の様式を持参し、又は郵送することにより行

わなければならない。 

  ウ この一般競争入札に参加を希望する者は、前号の入札説明会に参加し

なければならない。 

  エ 入札参加資格の確認結果は、令和３年７月１６日午後４時までに通知

する。 

 （５） 入札申込書を提出する場所及び期間 

  ア 場所 北九州市小倉北区大手町３番９号 

       北九州市消防局救急部救急課 

  イ 期間 

  （ア） 持参の場合 

    この公告の日から令和３年７月１５日まで（日曜日等を除く。）の毎

日午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時まで 

  （イ） 郵送の場合 

    書留郵便で令和３年７月１５日午後５時までに必着のこと。 
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 （６） 入札及び開札の日時及び場所 

  ア 日時 令和３年７月２０日午前１１時 

イ 場所 北九州市小倉北区大手町３番９号 

       北九州市消防局庁舎２階 災害対策本部室 

４ その他 

 （１） 契約手続において使用する言語及び通貨 

  ア 言語 日本語 

  イ 通貨 日本国通貨 

（２） 入札保証金及び契約保証金 

 ア 入札保証金 入札価格の１００分の５以上。ただし、契約規則第５条

第７項各号のいずれかに該当する場合は、免除する。 

 イ 契約保証金 契約金額の１００分の５以上。ただし、契約規則第２５

条第７項第１号又は第３号のいずれかに該当する場合は、免除する。 

（３） 入札の無効 

  次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

 ア この公告に示した競争入札参加資格のない者がした入札 

 イ 申請書等に虚偽の記載をした者がした入札 

 ウ 契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札 

 エ その他入札の条件に違反した入札 

（４） 落札者の決定方法 

  契約規則第１３条第１項の規定により定められた予定価格の制限の範囲

内で最低の価格をもって入札を行った者を落札者とする。 

（５） 契約書作成の要否 要 

（６） 契約書作成に要する費用は、全て落札者の負担とする。 

（７） この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在

地等 

  北九州市消防局救急部救急課 

  〒８０３－８５０９ 北九州市小倉北区大手町３番９号 

  電話 ０９３－５８２－３８２０ 
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北九州市公告第４６８号 

 次のとおり応募者に資格条件を付与した簡易公募型プロポーザル方式に係る

手続を開始する。 

 令和３年７月１日 

北九州市長 北 橋 健 治   

１ 業務概要 

 （１） 業務名 令和３年度森林経営管理制度に基づく意向調査業務委託 

（２） 業務内容 本業務は森林経営管理制度の周知を図るとともに、森林

所有者の現状及び森林経営管理の今後の意向等について調査を実施し、そ

の結果を今後の適切な森林経営計画書に反映させるなど、制度の円滑な運

用に資するために実施する。 

 （３） 契約期間 契約締結日から令和４年３月３１日まで 

２ 参加資格 

参加申込書の提出期限において、次のいずれにも該当しない者であること

。 

（１） 役員等（役員及び従業員をいう。以下同じ。）が暴力団員（暴力団

員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７条）第２

条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）であると認められる者 

（２） 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第

２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は、暴力団員が経営に実質

的に関与していると認められる者 

（３） 役員等が自己、自社若しくは第三者の不当な利益を得る目的又は第

三者に損害を与える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用したと認め

られる者 

（４） 役員等が暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を

供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の活動又は運営に協力し、若

しくは関与していると認められる者 

（５） 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に不適切な関係を有してい

ると認められる者 

（６） 暴力団員であることを知りながら、暴力団員を雇用し、又は使用し

ている者

３ 受託候補者を選定するための評価基準 

 （１） 提案内容評価 

  ア 調査対象森林及び調査対象者の整理 

イ 意向調査票の発送及び取りまとめ 
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ウ 意向調査結果を踏まえた適切な森林経営計画書（案）の立案 

エ 業務全体 

（２） 価格評価 

  見積価格 

４ 契約の交渉等 

  前項の評価基準により選定した受託候補者と、第１項の業務の委託契約締

結の交渉を行う。 

５ 手続等 

 （１） 担当部局 

   北九州市産業経済局農林水産部農林課 

   北九州市小倉北区城内１番１号 

   電話 ０９３－５８２－２０７８ 

（２） 説明書の交付場所、交付期間及び交付方法 

  ア 交付場所 前号に同じ。 

  イ 交付期間 この公告の日から令和３年７月１４日まで（日曜日及び土

曜日を除く。）の毎日午前８時３０分から午後５時１５分まで 

  ウ 交付方法 書面により無償で交付する。 

なお、郵送又はＦＡＸによる交付は、行わない。 

 （３） 質問書の受付場所、受付期限及び受付方法 

 ア 受付場所 第１号に同じ。 

 イ 受付期限 令和３年７月８日正午まで 

 ウ 受付方法 持参又は郵送（郵送は、書留郵便に限る。提出期限までに

必着のこと。） 

（４） 参加申込書の提出場所、提出期限及び提出方法 

 ア 提出場所 第１号に同じ。 

 イ 提出期限 令和３年７月１５日正午まで 

 ウ 提出方法 持参又は郵送（郵送は、書留郵便に限る。提出期限までに

必着のこと。） 

（５） 企画提案書の提出場所、提出期限及び提出方法 

  ア 提出場所 第１号に同じ。 

 イ 提出期限 令和３年７月２１日正午まで 

 ウ 提出方法 持参又は郵送（郵送は、書留郵便に限る。提出期限までに

必着のこと。） 

６ その他 

 （１） 手続において使用する言語及び通貨 
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  ア 言語 日本語 

  イ 通貨 日本国通貨 

 （２） 契約書作成の要否 要 

 （３） 関連情報を入手するための照会窓口 前項第１号に同じ。 

 （４） 詳細は、説明書による。 
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北九州市上下水道局告示第２１号 

 水道法（昭和３２年法律第１７７号）第１６条の２第１項の規定による給水

装置工事事業者の指定を行ったので、同法第２５条の３第２項の規定により次

のとおり告示する。 

  令和３年７月１日 

北九州市上下水道局長 兼 尾 明 利   

指定番号 工事店の 

名 称 

代表者 所在地 指定年月日

Ｈ－０５１ 株式会社ＨＲ 栗原健司 北九州市八幡東

区西本町一丁目

１２番２９号 

令和３年７

月１日 

Ｆ－２１１ 株式会社ＩＷＡ

ＭＯＴＯ 

岩本一馬 福岡県遠賀郡水

巻町二西三丁目

１７番１３号 

令和３年７

月１日 
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